
平
成
十
八
年
十
月
十
日
提
出

質

問

第

六

二

号

歩
行
者
同
士
の
事
故
と
携
帯
電
話
の
使
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

高

井

美

穂
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歩
行
者
同
士
の
事
故
と
携
帯
電
話
の
使
用
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
六
月
、
東
京
地
裁
は
歩
行
者
同
士
の
衝
突
事
故
で
、
高
齢
者
に
重
傷
を
負
わ
せ
た
と
し
て
相
手
方
の
女
性
に
損
害
賠
償

を
求
め
る
判
決
を
出
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

歩
行
者
と
歩
行
者
の
衝
突
に
よ
る
死
傷
事
故
件
数
の
推
移
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
度
、
同
十
六
年
度
、
同
十
七
年
度
の

そ
れ
ぞ
れ
の
、
�
全
国
の
発
生
件
数
、
�
死
亡
、
重
傷
、
軽
傷
の
別
を
示
さ
れ
た
い
。

二

こ
の
う
ち
、
携
帯
電
話
使
用
中
の
事
故
件
数
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。

三

近
年
の
歩
行
者
同
士
の
事
故
の
特
徴
、
変
化
な
ど
に
つ
い
て
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

前
述
の
判
決
を
受
け
て
、
ま
た
高
齢
化
社
会
、
携
帯
電
話
の
普
及
と
い
う
社
会
情
勢
の
中
で
、
高
齢
者
の
交
通
安
全
や
、

歩
行
中
の
携
帯
電
話
使
用
に
際
し
て
の
注
意
喚
起
、
さ
ら
に
は
事
故
の
際
の
補
償
、
保
険
制
度
の
整
備
な
ど
政
府
と
し
て
何

ら
か
の
対
策
が
必
要
と
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。


